
伊勢崎市木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、市民が安全で安心した生活のできる災害に強い住環境の整備を

促進するため、市内に存する木造住宅に耐震シェルター等を設置する居住者

であって、かつ、当該住宅を所有する者に対し、予算の範囲内において補助

金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、伊勢崎市補助金等交付規則（平成１７年

伊勢崎市規則第４４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。ただし、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 耐震力不足木造住宅 昭和５６年５月３１日以前に建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項に規定する建築確認を受けて建築され

た木造の一戸建ての住宅若しくは併用住宅（住宅部分の床面積が２分の１

以上のもの。以下同じ。）又は都市計画区域外等の理由で建築確認が不要

であった一戸建ての住宅若しくは併用住宅で、在来軸組工法によって建て

られた地上２階建て以下の住宅で耐震診断による総合評点が１．０未満の

ものをいう。ただし、伊勢崎市木造住宅耐震改修補助金交付要綱（平成２

２年４月１日制定）及びこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない住

宅に限る。 

⑵ 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法（一般財団法人日本建築防災

協会が発行したもの）に基づき一般診断法又は精密診断法により木造住宅

の地震に対する安全性を評価することをいう。 

⑶ 耐震シェルター等 次のいずれかに該当する物をいう。 

ア 耐震シェルター（地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守る

ための空間を確保できる装置で市長が認めたもの） 

イ 防災ベッド（寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ること

ができるベッド型の装置で市長が認めたもの） 

⑷ 高齢者 申請時において満６５歳以上である者をいう。 



⑸ 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者 

ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、耐震力不足木造住宅の１階部分に耐震シェ

ルター等を設置する事業とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者は、高齢者のみで構成される世帯に属する者又は

障害者が同居する世帯に属する者で、次のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 耐震力不足木造住宅を所有する者 

⑵ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき本市の住民基本台

帳に記録されている者で、当該耐震力不足木造住宅に居住するもの 

⑶ 市税を滞納していない者 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、耐震シェルター等の設置に要する経費とす

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費については、補助金の対象

としない。 

⑴ リフォームに要する経費 

⑵ 他の補助制度による補助金の交付の対象となる用具にかかる経費 

（補助額） 

第６条 補助額は、前条に規定する経費の３分の２以内の額で、２０万円を限

度とする。ただし、１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

た額とする。 

（補助条件） 

第７条 補助事業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 補助事業者等は、耐震シェルター等の設置に関する報告及び実地検査に



応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。 

⑵ 補助事業者等は、耐震シェルター等の設置を年度内に完了し、完了の日

から３０日を経過する日又は市長があらかじめ定めた期限のいずれか早い

日までに完了報告をしなければならない。 

⑶ 補助事業者等は、耐震シェルター等を設置した住宅の維持保全及び有効

活用に努めなければならない。 

（申請書の様式等） 

第８条 規則第４条第１項の規定による申請は、様式第１号のとおりとし、そ

の提出期限は、耐震シェルター等の設置前とする。 

（記載事項） 

第９条 規則第４条第１項第５号に規定する市長が定める事項は、次のとおり

とする。 

⑴ 所在地 

⑵ 用途 

⑶ 構造 

⑷ 床面積 

⑸ 建築年月 

⑹ 設計図の有無 

⑺ 設置内容 

⑻ 設置予定者 

⑼ 設置実施予定期間 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する市長が定める事項は、次のとおりとす

る。 

⑴ 耐震診断の結果、総合評点が１．０未満であることが分かるもの 

⑵ 耐震シェルター等設置計画図等（案内図、平面図（耐震シェルター等の

設置場所を表示したもの）その他関係書類） 

⑶ 補助対象建築物の全部事項証明書又は所有権を有する者が確認できる書

類 

⑷ 補助事業者等以外の所有権者が耐震シェルター等の設置に同意している

ことを証する書類 



⑸ 市税の納税証明書（完納証明） 

⑹ 耐震シェルター等の設置に要する経費の見積書等の写し（設置する耐震

シェルター等のメーカー及び品名が記載されたものに限る。） 

⑺ 住民票の写し、身体障害者手帳の写しその他の高齢者又は障害者であり、

当該住宅に居住していることが確認できる書類 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

３ 規則第４条第１項第２号及び第３号に掲げる事項は、記載することを要し

ない。 

４ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は、

要しない。 

（交付決定通知書の様式） 

第１０条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

（事業の変更承認申請等） 

第１１条 補助事業者等は、前条の交付決定通知書を受けた後、補助事業等の

内容を変更する場合は、木造住宅耐震シェルター等設置補助金交付変更承認

申請書（様式第３号）に変更する内容が確認できる書類を添えて、市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に基づき変更を認めたときは、木造住宅耐

震シェルター等設置補助金交付決定変更承認通知書（様式第４号）により通

知するものとする。 

（事業の中止承認申請等） 

第１２条 補助事業者等は、第１０条の交付決定通知書を受けた後、補助事業

等を中止する場合は、木造住宅耐震シェルター等設置中止承認申請書（様式

第５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に基づき中止を認めたときは、木造住宅耐

震シェルター等設置中止承認通知書（様式第６号）により通知するものとす

る。 

（状況報告等） 

第１３条 補助事業者等は、市長の要求があったときは、補助事業等の遂行の

状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。 



２ 市長は、状況に応じて必要と認める場合は、職員に耐震シェルター等を設

置中の木造住宅の実地検査を行わせることができる。 

（実績報告書の様式） 

第１４条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第７号のとおりとする。 

（添付書類） 

第１５条 規則第１３条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

⑴ 耐震シェルター等設置の写真 

ア 設置前、設置中及び設置後の状況写真 

イ 主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真 

⑵ 耐震力不足木造住宅の平面図（耐震シェルター等の設置場所を表示した

もの） 

⑶ 耐震シェルター等の設置に要した経費の内訳書（設置した耐震シェルタ

ー等のメーカー及び品名が記載されたものに限る。） 

⑷ 耐震シェルター等の設置に要した経費の領収書の写し 

⑸ 代理受領に係る委任状（様式第８号）（代理受領の場合） 

⑹ 代理受領の委任に係る同意書（様式第９号）（代理受領の場合） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（報告書の提出時期） 

第１６条 規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業等の完了後３０日以

内又は市長があらかじめ定める日のいずれか早い日までとする。 

（補助金の額の確定通知） 

第１７条 規則第１４条の規定に基づく補助金の額の確定通知の様式は、様式

第１０号のとおりとする。 

（補助金の交付） 

第１８条 市長は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後、補助事業

者等からの請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。 

２ 前項の請求は、耐震シェルター等設置補助金交付請求書（様式第１１号）

によるものとする。 

（書類の整備等） 



第１９条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした

帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管して

おかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する

会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

（書類の経由） 

第２０条 規則及びこの要綱に基づき市長に提出する書類は、都市計画部建築

指導課を経由しなければならない。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


